
第 １ 号 様 式 （ 第 ４ 条 関 係 ）  

政策会議案件書（ 審 議 案 件 ）  

  令 和 ８ 年 ２ 月 ４ 日 提 出  

案 件 担 当  

部 課 等  
保 健 福 祉 部 子 ど も 課  

案 件 名 称  
三 浦 市 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 運 営 に 関 す る 基

準 を 定 め る 条 例 の 基 本 方 針 に つ い て  

部 門 経 営  

会 議 で  

審 議 し た 日  

  ―  

資 料 の 有 無  ■ 有       □ 無  

審 議 依 頼 事 項  

 三 浦 市 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例

の 基 本 方 針 を 別 紙 の と お り 決 定 す る こ と に つ い て  

現 状 と 課 題  

１  子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 6

年 法 律 第 4 7 号 ） に よ り 、 児 童 福 祉 法 が 改 正 さ れ 、 乳 児 等 通

園 支 援 事 業 （ こ ど も 誰 で も 通 園 制 度 ） に 関 す る 規 定 が 新 た

に 設 け ら れ 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 よ り 本 格 実 施 と な る 。  

 

２  乳 児 等 通 園 支 援 事 業 は 、 保 育 所 等 に 通 っ て い な い 満 ３ 歳 未

満 の こ ど も が 、 月 一 定 時 間 ま で の 利 用 可 能 枠 の 中 で 、 就 労 要

件 等 を 問 わ ず 、 保 育 所 等 を 利 用 す る こ と が で き る 制 度 で あ

る 。  

 

３  事 業 実 施 に あ た り 、 市 町 村 は 、 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 （ 平

成 2 4 年 法 律 第 6 5 号 ） 第 5 4 条 の 3 に お い て 準 用 す る 同 法 第

4 6 条 第 ２ 項 に 基 づ く 「 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 運 営 に 関

す る 基 準 （ 令 和 ７ 年 内 閣 府 令 第 9 5 号 。 以 下 「 事 業 者 運 営 基

準 」 と い う 。）」 に 従 い 、 又 は 事 業 者 運 営 基 準 を 参 酌 し 、 条 例

で 基 準 を 定 め る こ と と さ れ て い る 。  

 

案 件 担 当 部 課 等 の 見 解  

  本 市 に お い て も 、 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 を 適 切 に 実 施 す る た

め 、 別 紙 基 本 方 針 を 決 定 し 、 三 浦 市 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の

運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 を 定 め る こ と と し た い 。  

総 合 計 画 及 び 予 算 と の 関 係  

施 策 大 綱 １  「 ひ と 」 が つ な が り 、 健 や か な 未 来 を 育 む 都 市  

目 標  （ ２ ） 子 育 て ・ 教 育  

 施 策   ２   安 心 し て 子 育 て で き る 環 境 の 整 備  

備 考  

 説 明 員  中 村 子 ど も 課 長 、 中 舘 子 ど も 支 援 グ ル ー プ リ ー ダ ー  

 

 

        


